
 

 

 

 

 

 

 

 

 

北島町再生可能エネルギー導入目標策定支援業務委託 

プロポーザル実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年６月 

 

北島町 まちみらい課 



1 

 

１．目 的 

本町は、令和３年10月に「ゼロカーボンシティ」を宣言しており、徹底した省エネルギー化や再

生可能エネルギーの利用拡大、建築物のネット・ゼロ・エネルギー化等、あらゆる取組みをとおし

て2050年のカーボンニュートラルを目指しているところである。 

本業務は、長期目標としての2050年を見据えて、地域における再生可能エネルギーポテンシャル

及び将来のエネルギー消費量等を踏まえた導入目標や、目標を実現するための具体的施策等を検討

することを目的とする。 

 

２．委託業務の名称 

北島町再生可能エネルギー導入目標策定支援業務委託 

 

３．委託業務の内容 

本業務は、国の補助事業を活用した業務で、業務内容は、別紙「北島町再生可能エネルギー導入

目標策定支援業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおりとする。 

 

４．委託期間 

契約締結の日から令和５年１月31日（火）まで 

 

５．委託上限額 

９，９６６，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

ただし、この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すものであり、

最終的な実施内容、契約金額については、本町と調整した上で決定する。 

 

６．事業者の公募及び選定 

公募型プロポーザル方式で実施する。 

 

７．スケジュール 

（１）募集開始             令和４年６月13日（月） 

（２）質問受付期限           令和４年６月23日（木）午後５時まで 

（３）参加申込書受付期限        令和４年６月23日（木）午後５時まで 

（４）質問回答             令和４年６月28日（火） 

（５）企画提案書受付期限        令和４年７月１日（金）午後５時まで 

（６）プレゼンテーション審査      令和４年７月上旬 

（７）結果通知             令和４年７月下旬 

※契約日は補助事業交付決定日以降。 

 

８．参加資格 

本委託業務の実施に必要な能力を有し、次に掲げる要件を満たす法人その他の団体とする。 

（１）令和４～５年度北島町競争入札参加資格者名簿に登録済み又はプロポーザルの参加表明時に北

島町競争入札参加資格取得に必要な書類一式を提出できること。 
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（２）徳島県内に営業拠点があること。 

（３）企画提案書の受付開始の日から提出期限の日までの間、町が行う入札参加停止措置の期間中に

ないこと。 

（４）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当しない者であるこ

と。 

（５）国税及び都道府県税及び市町村税を滞納していない者であること。 

（６）会社更生法（昭和27年法律172号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者（更生

手続開始の決定を受けている者を除く。）、又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき

再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でない

こと。 

（７）破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てがされている者又は会社法（平

成17年法律第86号）に基づく特別清算開始の申立てがされている者でないこと。 

（８）次のアからカのいずれの場合にも該当しないこと。 

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員をいう。以下同

じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。

以下「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められ

るとき。 

イ 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質

的に関与していると認められるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的

又は積極的に、暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると

き。 

カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当す

ることを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。 

（９）宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体や個人でないこと。 

（10）過去６ヶ月以内に手形又は小切手の不渡り等により銀行取引が停止されていない者で 

あること。 

（11）過去５年以内における本委託業務と同種の業務（四国内の地方公共団体が発注する地球温暖化

対策関連計画の策定、若しくは改定業務）を履行した実績を有する者であること。 

（12）四国内営業拠点に在席する者（職員）を管理技術者として配置できる者であること。 

 

９．参加申込の手続 

（１）提出書類及び提出部数 

次に掲げる参加申込書及び添付書類を、各１部提出すること。 

ア 参加申込書（様式１） 

イ 同種・類似業務実績整理表（様式２） 

ウ 実施体制表（様式任意） 
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エ 業務担当者調書（様式任意） 

※会社概要等のパンフレット類がある場合は、それを添付すること。 

（２）提出期間 

令和４年６月 13 日（月）から令和４年６月 23日（木） 

（土曜、日曜及び祝日等の閉庁日を除く午前９時～午後５時） 

（３）提出方法 

持参又は郵送により、下記の「18．問合せ先・提出先」へ提出すること。 

なお、郵送の場合は、書留又は簡易書留により送付すること。 

（４）その他 

参加希望書を提出した後に参加を辞退する場合は、辞退届（様式３）を提出すること。 

 

10．質問の受付 

募集内容に関する質問を次のとおり受け付ける。 

（１）受付期間 

令和４年６月 13 日（月）から令和４年６月 23日（木） 

（２）受付方法 

電子メールにより、下記の「18．問合せ先・提出先」宛てに質問書（様式４）を提出すること。 

（電話、来訪など口頭による質問は受け付けない。） 

電子メールの件名は「北島町再生可能エネルギー導入目標策定支援業務に関する質問（事業者

名）」とする。 

（３）回答方法 

質問書に記載された担当者連絡先に対し、電子メールにより随時回答を送付する。 

質問及び回答内容は、参加希望書の提出があった全ての者に対し、参加申込書に記載された連

絡先に電子メールで通知する。ただし、質問又は回答の内容が、質問者の具体の提案内容に密接

に関わるものについては、質問者に対してのみ回答する。 

 

11．企画提案の提出手続 

プロポーザル参加者は、次により企画提案書を提出するものとする。 

（１）提出物及び提出部数 

ア 企画提案書送付文（様式５）・・・・・・１部 

イ 企画提案書 ・・・・・・・・・・・・・10部 

・Ａ４判、縦型、横書き、左綴じ（Ａ３折込可）、ページ数制限なし（着色可） 

・委託予定事項の作業スケジュールを示すこと（様式任意） 

・作成に当たっては、イラストやサンプル画像を掲載する等、可能な限りイメージしやす

いよう工夫すること。また、専門用語等については、必要に応じて解説や用語集をつけ

る等、専門知識がなくても理解しやすいように配慮すること。 

ウ 見積書（様式任意）・・・・・・・・・・１部 

・提案に必要な一切の経費を含めること。 

（２）提出期間 

令和４年６月 13 日（月）から令和４年７月１日（金） 

（土曜、日曜及び祝日等の閉庁日を除く午前９時～午後５時） 
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（３）提出方法 

持参又は郵送により、下記の「18．問合せ先・提出先」へ提出すること。 

なお、郵送の場合は、書留又は簡易書留により送付すること。 

（４）留意事項 

ア 企画提案書提出後の再提出及び差替えは、原則として認めない。ただし、町から、書類の

不足・不備の補完、内容不明点の確認のほか、必要に応じて追加資料の提出をお願いする場

合がある。 

イ 提出された企画提案書は、返却しない。 

ウ 企画提案書の提出は、参加者１者につき１回のみとし、複数の提案をすることはできない。 

 

12．委託契約候補者の選定 

（１）審査委員会の設置 

企画提案書等の審査は、町が設置する「北島町再生可能エネルギー導入目標策定支援業務プロ

ポーザル審査委員会」が行う。 

（２）審査方法 

審査は、業務実績等、業務実施体制、企画提案内容等を審査基準に基づき総合的に評価する。 

なお、参加者が５者以上の場合には、担当課において書類審査を実施し、プレゼンテーション

を実施する者を５者程度に絞り込む。 

書類審査の有無については、７月４日（月）までに電子メールで通知する。また、書類審査を

実施した場合には、その結果を７月８日（金）午後５時までに電子メールで通知する。 

なお、参加申込者が１者であった場合も審査を行うものとする。 

（３）プレゼンテーションの実施 

１企画提案書あたり 20 分以内で説明を行い、説明終了後に審査委員が質問を行う。１企画提

案書あたりのプレゼンテーションの時間は、説明と質疑を含めて合計 30 分以内とする。新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため、選定審査会をオンライン開催とする場合がある。 

なお、プレゼンテーションの実施日時、場所等詳細については次のとおりとし、詳細日程等は、

文書等で各提案者に通知する。 

日 時：令和４年７月上旬予定 

場 所：北島町役場 ６階修養室 

出席者：５名まで 

準備物：パソコン等（プロジェクター及びスクリーンは本町で準備する。） 

（４）委託契約候補者の決定 

各審査委員の採点の合計点（以下「評価点」という）が最も高い事業者を委託契約候補者とす

る。審査員の持ち点を合算した点の６割を最低基準点とし、最低基準点に満たない場合は、不採 

用とする。 

なお、評価点が同点の場合は、次により委託契約候補者の選定を行う。 

＜順位付けの条件＞ 

① 審査項目のうち、「企画提案内容」の点数の合計が最も高い事業者 

② ①が複数ある場合は、審査項目の内「業務実施体制」の点数の合計が最も高い事業者 

③ ②が複数ある場合は、見積書の金額が最も低い事業者 
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13．審査結果 

審査結果については、北島町ホームページにおいて公表する。この場合において参加者の名称

については、第１優先契約候補者のみ公表する。 

    選定結果について、参加者全員に対しての自己の結果のみ通知する。また、評価の詳細・評価

点・審査の経緯及びその内容は公開しない。 

    審査及び結果に関する質問や異議は受け付けないものとする。 

 

14．契約の方法 

（１）本業務は、国の補助事業の活用を予定しているため、交付決定後の契約となる。なお、交付決

定がなされない場合は、契約を取りやめるものとする。 

（２）原則として、委託契約候補者の企画提案書等の記載内容が契約締結時の業務内容となるが、本

業務の目的達成のため、委託契約候補者との協議により、内容を修正・追加する場合がある。 

（３）委託契約候補者が正当な理由なく契約を締結しないとき、又は協議が整わないときは、その選

定を取り消すとともに、審査委員会において次点となった事業者を委託契約候補者とし、契約内

容についての協議等を行った上で、契約を締結することとする。 

 

15．提出書類の取扱い  

（１）提出された全ての書類は、返却しない。  

（２）提出後の差替え及び追加・削除は認めない。  

（３）提出された書類は、提出した者に無断でこのプロポーザルに係る審査以外には利用しない。  

（４）町が必要と認める場合には追加資料の提出を求めることがある。  

 

16．情報公開及び提供  

町は企画提案者から提出された企画提案書等について、北島町情報公開条例（平成１４年条例

第４号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができる。ただし、事業を営む上で、

競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は非開示となる場合

がある。  

なお、本プロポーザルの受託候補者選定前において、決定に影響がでるおそれがある情報につ

いては決定後の開示とする。  

  

17．その他  

（１）言語及び通貨単位  

手続において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限る。  

（２）費用負担  

書類作成及び提出に係る費用など、必要な経費は全て提出者の負担とする。  

緊急の場合その他やむを得ない理由等により、本公募型プロポーザルを実施することができない

と認めるときは、停止、中止又は取り消すことがある。なお、この場合において本公募型プロポー

ザル方式に要した費用を北島町に請求することはできない。  

（３）失格事項  

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。  
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ア 参加資格要件を満たしていない場合 

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合  

ウ 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に

適合しない書類の提出があった場合  

エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合  

オ プレゼンテーションを開催した場合において、正当な理由なく欠席した場合  

カ 参考見積書の金額が第５項の予算額を超過した場合  

（４）著作権等の権利  

企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。  

ただし、受託先に選定された者が作成した企画提案書等の書類については、町が必要と認める

場合には、町は、受託先にあらかじめ通知することによりその一部又は全部を無償で使用（複製、

転記又は転写をいう。）することができるものとする。  

（５）提案者は、公募型プロポーザル方式の実施後、不知又は内容の不明を理由として、異議を申し

立てることはできない。 

 

 

18．問合せ先・提出先 

〒771-0285 徳島県板野郡北島町中村字上地 23－1 
北島町まちみらい課 

Tel：088-698-9806  Fax：088-698-3642 

Eメール：machimirai@kitajima.i-tokushima.jp 

 

 

以 上 



 

 

 

評 価 基 準 

①業務実績等の評価

判断基準 評価点 最高点

10人以上 10

1人～9人 5

0人 0

10人以上 10

1人～9人 5

0人 0

5人以上 10

1人～4人 5

0人 0

6件以上 10

2～5件 5

1件 0

徳島県内 20

四国内 10

それ以外 0

60

②業務実施体制の評価

評価点 最高点

10

5

10

5

10

5

40

評価
項目

評価の着目点 評価配点

参
加
表
明
者
の
経
験
及
び
能
力

資
格
・
実
績
等

資
格
要
件

技術士（環境部門又は建設部門〔建設環
境〕）保有技術者数（６カ月以上の恒常
的な雇用関係がある者に限る）

10

一級建築士保有技術者数（同上） 10

エネルギー管理士保有技術者数（同上） 10

業
務
遂
行
能
力

地方公共団体における
同種業務の履行実績

10

本社の所在 20

小　計

評価
項目

評価の着目点 評価配点

判断基準

配
置
予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力

管
理
技
術
者

管理技術者の保有資格

①技術士資格
　環境部門又は建設部門〔建
設環境〕
②ＲＣＣＭ：建設環境部門
③上記以外は加点しない

①　10

②　 5
③　 0

10

上記資格取得後の経験年数

5年以上

10

5年未満

担
当
技
術
者

技術士、一級建築士、エネ
ルギー管理士の保有者数

3名以上

10

3名未満

上記の内、四国内営業拠点
に在籍する配置予定の担当
者数

3名以上

10

3名未満

小　計
 

別 紙 



 

 

③企画提案の評価

書面 ヒアリング

小　計 100

評価配点

10

技術提
案の内
容

本業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に
評価する。

再生可能エネルギー、温室効果ガス排出等に係る基礎情
報の収集及び現状分析の手法の妥当性が高い場合に優位
に評価する。

地域の将来ビジョン・脱炭素シナリオについて、住民や
事業者が具体的なイメージが持てるような手法が優れて
いる場合に優位に評価する。

地域の再エネポテンシャルや将来のエネルギー消費量を
踏まえた再エネ導入目標の作成手法の妥当性が高い場合
に優位に評価する。

カーボンニュートラルを実現するための施策及び再エネ
導入状況把握のための指標の検討方法が優れている場合
に優位に評価する。

評価
項目

評価の着目点
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10

10
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10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


